
市から県へ進達

県から市へ通知

市から届出者へ通知

下松市教育委員会生涯学習振興課に埋蔵文化財包蔵地の確認

（窓口・FAX・メール・郵便での照会）

埋蔵文化財包蔵地ではない 埋蔵文化財包蔵地に該当

届出不用
着工の６０日より前に『埋蔵文化財発掘の届出』

（文化財保護法第93条）を下松市教育委員会生涯

学習振興課に提出（１部）

県（指示・勧告）

市教育委員会

通知内容：慎重工事

市教育委員会職員の工事立ち合い

はありません。埋蔵文化財包蔵地

において工事を行うという認識の

上、慎重に施工してください。

通知内容：工事立会

工事の実施について、市教育委員会

職員が立ち会います。

工事立会実施

工事着工の前に、生涯学習振興課と

事前の日程調整をお願いします。

工事実施

下松市における埋蔵文化財包蔵地に関する手続きフローチャート

※埋蔵文化財包蔵地の範囲内・範囲外に関わらず、遺物（土器等）や遺構（住居跡等の昔

の人々が築いた生活の痕跡）を発見した場合には生涯学習振興課へ速やかに連絡してく

ださい。


